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令和５年 ６月 ６日 

 

 

各                殿 

 

 

 

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

                                 （ 公 印 省 略 ）  

 

 

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について 

 

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施

行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和５年厚生労働省令第29号。以

下「改正省令」という。）が令和５年３月27日に公布され、一部の事項を除き、令和５年10月１

日から施行することとされたところです。改正省令には、建築物における衛生的環境の確保

に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第２号）の改正も含まれており、その趣旨等に

ついては下記のとおりですので、これらについて十分御了知の上、その施行に遺憾のない

ようお願いするとともに、関係機関等に対する周知方お願いします。 

なお、別添のとおり、厚生労働省労働基準局長より都道府県労働局長あて通知され

ていることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨及び概要 

１ 改正の趣旨 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「法」

という。）第12条の２に基づく事業登録制度は、建築物の衛生的環境の確保に関す

る事業を行う事業者の資質向上を目的として、事業者が一定の要件を満たしている

場合に都道府県知事の登録を受けることができる制度である。 

近年、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、従来の防毒マ

スクと比較して化学物質に対する防護能力が高く、かつ、呼吸がしやすい等の利点

があり、化学物質による労働災害防止のために有効な保護具であることから、当該

保護具について譲渡等制限及び型式検定の対象とするため、労働安全衛生法施行令

（昭和47年政令第318号）等の改正が行われたことを踏まえ、法に基づく事業登録

都 道 府 県 知 事 

保健所設置市市長 

特 別 区 区 長 



 

制度の対象となる事業の一つである建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準につい

ても、事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けるに当たり事業を営む者が有すべき機

械器具に関する基準について、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き

呼吸用保護具を有していても、これを満たすこととしたこと。 

   

第２ 施行期日について 

   改正省令中建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正規定は、

令和５年10月1日から施行すること。 

 



 

1 
 

基発 0327 第 16 号 

令和５年３月 27 日 

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長    

 （ 公 印 省 略 ）    

 

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を 

改正する政令等の施行について 

 

 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政

令（令和５年政令第 69号。以下「改正政令」という。）が令和５年３月 23日に、

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和５年厚生労働省

令第 29号。以下「改正省令」という。）及び労働安全衛生法施行令及び労働安全

衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の

整備に関する告示（令和５年厚生労働省告示第 88号。以下「改正告示」という。）

が令和５年３月 27 日に公布及び告示され、一部の事項を除き、令和５年 10 月

１日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等について

は、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に

遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨及び概要 

 １ 改正の趣旨 

 電動ファン付き呼吸用保護具については、これまで、防じん用のものにつ

いてのみ労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第

42条の譲渡等制限（以下単に「譲渡等制限」という。）及び法第 44条の２第

１項の型式検定（以下単に「型式検定」という。）の対象としてきたところ

である。 

近年、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、従来の

防毒マスクと比較して化学物質に対する防護能力が高く、かつ、呼吸がしや

すい等の利点があり、化学物質による労働災害防止のために有効な保護具で

あることから、当該保護具について譲渡等制限及び型式検定の対象とするた
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め、労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛令」とい

う。）、労働安全衛生法関係手数料令（昭和 47 年政令第 345 号。以下「手数

料令」という。）、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号。以下「安

衛則」という。）、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定

に関する省令（昭和 47年労働省令第 44号。以下「登録省令」という。）、機

械等検定規則（昭和 47年労働省令第 45号。以下「検定則」という。）、電動

ファン付き呼吸用保護具の規格（平成 26 年厚生労働省告示第 455 号）等に

ついて、所要の改正を行ったものである。 

 

２ 改正政令の概要 

 （１）安衛令の一部改正 

   ア 譲渡等制限の対象となる機械の追加 

     譲渡等制限の対象には、ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能

を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるも

の以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は含まれない

ことを規定したこと（第 13条第５項関係）。 

   イ 型式検定を受けるべき機械の追加 

     型式検定を受けるべき機械として、防毒機能を有する電動ファン付

き呼吸用保護具（ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労

働省令で定めるものに限る。）を対象とすることを規定したこと（第 14

条の２関係）。 

 （２）手数料令の一部改正 

ア 国が行う防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定

の手数料を定めたこと（別表第３関係）。 

 イ 型式検定に係る職員の出張費用の手数料への加算について定めたこ

と（第５条の２関係）。 

 （３）その他所要の改正を行ったこと。 

 

３ 改正省令の概要 

（１）安衛則の一部改正 

   譲渡等制限及び型式検定の対象となる防毒機能を有する電動ファン付

き呼吸用保護具として、アンモニア用のもの及び亜硫酸ガス用のものを規

定したこと（第 26条の２及び第 29条の３関係）。 

（２）登録省令の一部改正 

   指定外国検査機関の指定の区分及び登録型式検定機関の登録の区分に、

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係る区分を追加したこ
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と（第１条の 12及び第 19条の３関係）。 

 （３）その他所要の改正を行ったこと。 

 

４ 改正告示の概要 

 （１）電動ファン付き呼吸用保護具の規格の一部改正 

   防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の規格を定めたこと。 

 （２）その他所要の改正を行ったこと。 

 

５ 施行日及び経過措置 

 （１）施行日（改正政令附則第１条、改正省令附則第１条及び改正告示附則関

係） 

     改正政令及び改正省令は、一部を除き、令和５年 10月１日から施行す

ることとしたこと。 

 （２）改正政令に係る経過措置（改正政令附則第２条及び第３条関係） 

     ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼

吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令和６年 10月１日前に

製造され、又は輸入されたものについては、法第 42条の規定は適用しな

いとともに、法第 44条の２に基づく型式検定を受けることを要しないこ

と。 

 （３）改正省令に係る経過措置 

   ア ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き

呼吸用保護具及び改正省令による改正後の安衛則第 26条の２で定める

もので、令和６年 10月１日前に製造され、又は輸入されたものについ

ては、令和８年９月 30 日までの間、安衛則第 27 条は適用しないこと

（改正省令附則第２条）。 

   イ その他所要の経過措置を設けたこと。 

 

第２ 細部事項 

 １ 検定則関係（改正省令第８条関係） 

（１） 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定合格標章に

表示すべき「種類」は、面体等及び電動ファンに付す型式検定合格標章に

ついては通常風量形又は大風量形の別、ろ過材に付す型式検定合格標章に

ついては粒子捕集効率に係る性能による区分であること（様式第 11号（３）

（甲）備考４及び様式第 11号（３）（乙）備考３関係）。 

（２） １つの防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の面体等又はろ

過材等に複数の型式検定合格標章を同時に表示すべき場合であって、これ
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らの型式検定合格標章に記載すべき「型式検定に合格した年」、「品名」及

び「種類」が同一であるときは、これらの型式検定合格標章を１つの標章

にまとめた上で、複数の型式検定合格番号を列記することも差し支えない

こととしたこと（様式第 11号（３）（甲）備考５及び様式第 11号（３）

（乙）備考４関係）。 

なお、このような型式検定合格標章の例は次のとおりであること。 

（様式第 11号（３）（乙）の場合の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電動ファン付き呼吸用保護具の規格関係（改正告示第５条関係） 

（１）第６条関係 

表中「吸収缶」の項の「条件」欄の第２号中「ろ過材を具備している

こと。」とは、ろ過材を吸収缶の内部に具備しているものに加えて、ろ過

材が吸収缶の外側から取り付けられているものを含むものであること。 

（２）第７条関係 

    表中「内圧試験」の「通気抵抗測定装着具」とは、面体の気密性を保持

することができる形状のもので、「試験用人頭」では気密性の保持が難し

い場合に、「試験用人頭」の代わりに使用するものであること。 

（３）第８条関係 

第５項第３号の「使用上の注意事項」には、除毒能力、重量、未使用吸

収缶の保存期限、防じん機能の有無及び性能による区分に応じた適用範

囲、使用用途等についても記載されていることが望ましいこと。 

 

第３ 関連通達の改正 

   改正政令等の公布前に発せられた、次に掲げる関係通達においては、「電

動ファン付き呼吸用保護具」と規定されているものは、「防じん機能を有す

る電動ファン付き呼吸用保護具」と、「防毒マスク」と規定されているもの

は、「防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読

み替えた上で適用するものとすること。 

 

国（令５）検 

GP 大 PL3 

第○○号 第○○号 

第○○号 第○○号 

第○○号 第○○号 

第○○号 第○○号 
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【関係通達】 

（電動ファン付き呼吸用保護具関係） 

＜労働基準局長名通達＞ 

番号 通達名 

1 昭和 42年３月 31日付け基発第 442号「鉛中毒予防規則の施行について」 

2 昭和 46年５月 24日付け基発第 339号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」 

3 昭和 53年２月 10日付け基発第 80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行に

ついて」 

4 昭和 54年７月 26日付け基発第 382号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及

び粉じん障害防止規則の施行について」 

5 平成 13年 4月 25日付け基発第 401号の 2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシ

ン類ばく露防止対策について」 

6 平成 17年３月 18日付け基発 0318第３号「石綿障害予防規則の施行について」 

7 平成 20年 2月 26日基発第 0226006号「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の

施行について」 

8 平成 21年 2月 18日基発第 0218001号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の

施行等について」 

9 平成 21年 3月 31日基発第 0331013号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための

予防的対応について」 

10 平成 23年７月 28日付け基発 0728第６号「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の

施行について」 

11 平成 24年 12月 3日基発 1203第１号「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作

業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」 

12 平成 25年 3月 5日付け基発 0305第１号「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する

省令等の施行等について」 

13 平成 26年 1月 10日付け基発 0110第１号「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシ

ン類ばく露防止対策要綱」の改正について」 

14 平成 26年 4月 23日付け基発 0423第７号「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿

等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関す

る技術上の指針の制定について」 

15 平成 26年 4月 23日付け基発 0423第９号「石綿障害予防規則の一部を改正する省令及

び建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等にお

ける業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の周知について」 

16 平成 27年９月 30日付け基発 0930第９号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政

令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」 

17 平成 28年 3月 31日付け基発 0331第 26号「「労働安全衛生法第 28条第３項の規定に
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基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」につい

て」 

18 平成 28年 11月 30日付け基発 1130第４号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政

令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行に

ついて」 

19 平成 28年 12月 26日付け基発 1226第１号「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災

害防止対策に係るガイドラインの策定について」 

20 平成 30年 1月 18日付け基発 0118第１号「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災

害防止対策に係るガイドラインの改正について」 

21 令和 2年 6月 15日付け基発 0615第６号「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の

一部を改正する省令等の施行について」 

22 令和 2年 7月 20日付け基発 0720第１号「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃

度の測定及び評価の方法等の施行について」 

23 令和 2年 7月 20日付け基発 0720第２号「ずい道等建設工事における粉じん対策に関す

るガイドラインの改正について」 

 

＜安全衛生部長名通達＞ 

番号 通達名 

24 平成 20年 9月 19日付け基安発第 0919002号「建築物の解体等作業における石綿による

労働者の健康障害防止対策の徹底について」 

25 平成 22年 12月 22日付け基安発 1222第 2号「インジウム・スズ酸化物等取扱い作業に

よる健康障害防止対策の徹底について」 

26 平成 23年 8月 12日付け基安発 0812第 2号「東日本大震災の復旧工事における船舶の

解体等作業に係る労働災害防止対策の徹底について」 

 

＜化学物質対策課長名通達＞ 

番号 通達名 

27 平成 19年 5月 11日付け基安化発第 0511001号「石綿飛散が想定される作業現場におけ

る石綿作業環境測定とマスク効率に関する調査」の結果について」 

28 平成 23年３月 28日付け基安安発 0328第２号・基安労発 0328第１号・基安化発 0328

第２号「平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事における労働災害防止対

策の徹底について(その 2)」 

29 平成 23年 7月 22日付け基安化発 0722第２号「一酸化炭素による労働災害の防止につ

いて」 

30 平成 24年２月 13日付け基安化発 0213第１号「建築物等の解体等の作業における事前

調査の徹底等について」 
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31 平成 26年 1月 10日付け基安化発 0110第１号「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイ

オキシン類ばく露防止対策要綱」の運用に当たり留意すべき事項について 

32 平成 26年 5月 30日付け基安化発 0530第１号・基安労発 0530第１号「鉛等有害物を含

有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」 

33 平成 28年 12月 27日付け基安化発 1227第１号「特定化学物質障害予防規則第 38条の

20第 3項第 2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について」 

34 平成 30年 4月 13日付け基安化発 0413第２号・基安労発 0413第５号「蛇紋岩等の取扱

い作業における石綿粉じん等に関する留意点について」 

35 平成 31年 4月 15日付け基安化発 0415第１号・基安労発 0415第１号・基補発 0415第

１号「特定の有機粉じんによる健康障害の防止対策の徹底について」 

 

＜事務連絡＞ 

番号 通達名 

36 平成 29年３月６日付け事務連絡「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対

策に係るガイドラインに関する問答について」 

37 平成 30年３月 27日付け事務連絡「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対

策に係るガイドラインに関する問答について」 

 

（防毒マスク関係） 

＜労働基準局長名通達＞ 

番号 通達名 

38 昭和 41年２月 23日付け基発第 174号「造船業における労働災害の防止について」 

39 昭和 45年 12月 28日付け基発第 922号「家内労働法の施行について」 

40 昭和 51年 3月 30日付け基発第 291号「自然換気不十分な場所における内燃機関の使用

に伴う一酸化炭素中毒の防止の徹底について」 

41 平成 9年 3月 25日付け基発第 197号「建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイ

ドラインの策定について」 

42 平成 10年６月１日付け基発第 329の１号「建設業における一酸化炭素中毒予防のため

のガイドラインの策定について」 

43 平成 13年 4月 25日付け基発第 401号の 2「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシ

ン類ばく露防止対策について」 

44 平成 13年４月 27日付け基発第 413号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及

び労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令等の施行等

について」 

45 平成 17年 2月 10日付け基発第 0210005号「ＰＣＢ廃棄物の処理作業等における安全衛
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生対策について」 

46 平成 17年 3月 25日付け基発第 0325002号「レーザー光線による障害の防止対策につい

て」 

47 平成 21年 3月 31日付け基発第 0331013号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のた

めの予防的対応について」 

48 平成 23年 2月 4日付け基発 0204第４号「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政

令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」 

49 平成 24年 5月 17日付け基発 0517第２号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する

省令の施行について」 

50 平成 24年 10月 26日付け基発 1026第６号・雇児発 1026第２号「労働安全衛生法施行

令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行につい

て」 

51 平成 24年 12月３日付け基発 1203第１号「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱

う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について 

52 平成 25年 3月 14日付け基発 0314第５号・雇児発 0314第 15号「家内労働における洗

浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」 

53 平成 26年 1月 10日付け基発 0110第１号「「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシ

ン類ばく露防止対策要綱」の改正について」 

54 平成29年７月13日付け基発0713第３号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令

の施行について」の一部改正について 

55 令和 4年 4月 15日付け基発 0415第１号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の

施行等について」 

 

＜安全衛生部長名通達＞ 

番号 通達名 

56 平成５年３月 19日付け基安発第８号「レーヨン製造工程における労働衛生管理の徹底

について」 

57 平成 10年６月１日付け基安発第 15号の１「代替フロンによる健康障害予防のための当

面の対策の推進について」 

58 平成 24年 8月 1日付け基安発 0801第１号「平成２３年度ばく露実態調査対象物質に係

るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について」 

59 平成 27年 12月 18日付け基安発 1218第１号「芳香族アミンによる健康障害の防止対策

について」 

 

＜化学物質対策課長通達＞ 
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番号 通達名 

60 平成 25 年 10 月 29 日付け基安化発第 1029 第１号「送気マスクの適正な使用等につい

て」 

 

＜事務連絡＞ 

番号 通達名 

61 平成 10年 11月 18日付け事務連絡「映画、テレビ番組等の撮影現場等における労働災害

防止について」 

 

 



- 1 -

○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
六
十
九

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働

省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
家
内
労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

家
内
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
保
護
具
等
の
使
用
）

（
保
護
具
等
の
使
用
）

第
十
九
条

家
内
労
働
者
又
は
補
助
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に

第
十
九
条

家
内
労
働
者
又
は
補
助
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に

従
事
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
保
護
具
等
を
使
用

従
事
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
保
護
具
等
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業

務

保

護

具

等

業

務

保

護

具

等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散

ガ
ス
又
は
蒸
気
に
あ
つ
て
は
防
毒

ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散

ガ
ス
又
は
蒸
気
に
あ
つ
て
は
防
毒

す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
（
局
所

マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る

す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
（
局
所

マ
ス
ク
、
粉
じ
ん
に
あ
つ
て
は
防

排
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

排
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は

じ
ん
マ
ス
ク

粉
じ
ん
の
発
生
源
を
湿
潤
な
状
態

、
粉
じ
ん
に
あ
つ
て
は
防
じ
ん
マ

粉
じ
ん
の
発
生
源
を
湿
潤
な
状
態

に
保
つ
た
め
の
設
備
が
設
置
さ
れ

ス
ク
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電

に
保
つ
た
め
の
設
備
が
設
置
さ
れ

て
い
る
場
所
に
お
け
る
業
務
を
除

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又

て
い
る
場
所
に
お
け
る
業
務
を
除

く
。
）

は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

く
。
）

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除
業
の
登
録
基
準
）

（
建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除
業
の
登
録
基
準
）

第
二
十
九
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
七
号

第
二
十
九
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
七
号

に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る

に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る

者
の
資
格
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

者
の
資
格
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
機
械
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

一

次
の
機
械
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

ホ

防
毒
マ
ス
ク
及
び
消
火
器

護
具
及
び
消
火
器

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
四

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
三

）

）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
）

第
二
十
六
条
の
二

令
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
機

（
新
設
）

能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
二

亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

保
護
具
）

第
二
十
九
条
の
三

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
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二

亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具

第
二
十
九
条
の
四

（
略
）

第
二
十
九
条
の
三

（
略
）
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（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
三
条
の
二

事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
第
一
項

第
十
三
条
の
二

事
業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
第
一
項

の
発
散
防
止
抑
制
措
置
（
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
を
防
止
し
、
又
は
抑
制

の
発
散
防
止
抑
制
措
置
（
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
を
防
止
し
、
又
は
抑
制

す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の

す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
許
可
を
受
け
る
た
め
に
同
項
に
規

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
許
可
を
受
け
る
た
め
に
同
項
に
規

定
す
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上

定
す
る
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上

で
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び

で
、
有
機
溶
剤
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
発
散
防
止
抑
制
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者

二

当
該
発
散
防
止
抑
制
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者

に
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機

に
送
気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三

前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

三

前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有

当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使

機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
局
所
排
気
装
置
の
稼
働
の
特
例
）

（
局
所
排
気
装
置
の
稼
働
の
特
例
）

第
十
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
年
六
月
間
、

第
十
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
年
六
月
間
、

当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
作
業
場
に
係
る
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第

当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
作
業
場
に
係
る
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第

六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の

六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
が
行
わ
れ
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当

規
定
に
よ
る
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
が
行
わ
れ
、
当
該
評
価
の
結
果
、
当

該
一
年
六
月
間
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
場
合
で

該
一
年
六
月
間
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
場
合
で

あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
、
同
項
に
規
定
す
る
有
機

あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
、
同
項
に
規
定
す
る
有
機

溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
局

溶
剤
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
局

所
排
気
装
置
を
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
そ

所
排
気
装
置
を
第
十
六
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
型
式
に
応
じ
て
、

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
未
満
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
る

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
制
御
風
速
未
満
の
制
御
風
速
で
稼
働
さ
せ
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こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送

二

当
該
局
所
排
気
装
置
に
係
る
有
機
溶
剤
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送

気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を

気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

三

前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

三

前
号
の
有
機
溶
剤
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有

当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使

機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

（
送
気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
の
使
用
）

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、

を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
又

有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
送
気
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ

用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
）

第
二
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

第
二
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス

七

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
さ
せ
る

用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
さ
せ

こ
と
。

る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
混
入
に
係
る
措
置
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
混
入
に
係
る
措
置
）

第
四
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

第
四
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及

五

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及

び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒

び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
）

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
）

第
五
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

第
五
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
業
（
前
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働

二

作
業
（
前
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働

者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機

者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機

ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
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ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従

す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、

事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
）

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
）

第
六
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
四
ア
ル
キ

第
六
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
四
ア
ル
キ

ル
鉛
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措

ル
鉛
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
五

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
作
業
開
始
前
に
、
当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
う

号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
作
業
開
始
前
に
、
当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
第
八
号
の
措
置
に

十

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及
び
第
八
号
の
措
置
に

係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に

係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に

従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並

従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並

び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る

び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は

の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
ド
ラ
ム
缶
等
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
）

（
ド
ラ
ム
缶
等
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
）

第
九
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

第
九
条

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従

二

前
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使

用
さ
せ
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機

用
さ
せ
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。

能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）

２

前
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
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に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護

に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護

具
（
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
及
び
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電

具
（
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
及
び
有
機
ガ
ス
用

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
及
び
有
機
ガ
ス
用

防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く

二

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く

。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護

。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護

長
靴
を
使
用
し
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の

長
靴
を
使
用
し
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
す
る
必
要
が

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
す
る
必
要

あ
る
こ
と

が
あ
る
こ
と

三

（
略
）

三

（
略
）

（
汚
染
除
去
に
係
る
措
置
）

（
汚
染
除
去
に
係
る
措
置
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
地
下
室
、
船
倉
又
は
ピ
ッ
ト
の
内
部
そ
の
他
の
場
所

第
十
一
条

事
業
者
は
、
地
下
室
、
船
倉
又
は
ピ
ッ
ト
の
内
部
そ
の
他
の
場
所

で
あ
つ
て
自
然
換
気
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
令
別
表
第
五
第
八
号

で
あ
つ
て
自
然
換
気
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
令
別
表
第
五
第
八
号

に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従

四

第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽

事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽

子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の

子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。

と
。

五

第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
（
第
三
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の

五

第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
（
第
三
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の

作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手

作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手

袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽
子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
る

袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽
子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
る

汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
送
風
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒

汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
送
風
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
防
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マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸

毒
マ
ス
ク
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

用
保
護
具
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

３

事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
と
き
（
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な

る
と
き
（
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
場
所
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能

一

作
業
場
所
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
備
え
る
こ
と
。

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
備
え
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

第
十
六
条

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
保
護
具
に
つ
い
て
次
の
措
置
を

き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
保
護
具
に
つ
い
て
次
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

使
用
時
間
の
合
計
が
破
過
時
間
の
二
分
の
一
を
超
え
た
有
機
ガ
ス
用
防

二

使
用
時
間
の
合
計
が
破
過
時
間
の
二
分
の
一
を
こ
え
た
有
機
ガ
ス
用
防

毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

毒
マ
ス
ク
の
吸
収
か
ん
を
取
り
替
え
る
こ
と
。

吸
用
保
護
具
の
吸
収
缶
を
取
り
替
え
る
こ
と
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ

第
二
十
一
条
の
二

事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ

せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

令
別
表
第
五
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
に
お

四

令
別
表
第
五
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
に
お

い
て
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す

い
て
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

五

（
略
）

五

（
略
）



- 16 -

（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
有
機
溶
剤
等
に
係
る
措
置
）

（
特
別
有
機
溶
剤
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
八

事
業
者
が
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

第
三
十
八
条
の
八

事
業
者
が
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

場
合
に
は
、
有
機
則
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
四
章
（
第
十
九
条
及
び

場
合
に
は
、
有
機
則
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
、
第
四
章
（
第
十
九
条
及
び

第
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
七
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

第
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
及
び
第
七
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
三

有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ

有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有

第
三
十
三

有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ

有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
（
タ
ン

条
第
一
項

ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス

機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る

条
第
一
項

ス
ク

ク
等
の
内
部
に
お
い
て
第
四
号
に

用
の
防
毒
機
能
を
有

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ

す
る
電
動
フ
ァ
ン
付

（
タ
ン
ク
等
の
内
部
に
お
い
て
第

て
は
、
全
面
形
の
も
の
に
限
る
。

き
呼
吸
用
保
護
具

四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
あ
つ
て
は
、
全
面
形
の
も
の
に

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

く
ん

く
ん

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

く
ん

く
ん

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

投
薬
作
業
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
し
よ
う
と
す
る

二

投
薬
作
業
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
し
よ
う
と
す
る

く
ん

く
ん

場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー

場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー

く
ん

く
ん

燻
蒸
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
投
薬
作
業
を
行
う
労
働
者
に
送
気
マ

燻
蒸
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
投
薬
作
業
を
行
う
労
働
者
に
送
気
マ

く
ん

く
ん
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ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電

ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
た
と
き
、
及

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
、
及
び
投
薬
作
業
の

び
投
薬
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
請

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
請
負
人
に
対
し
送

負
人
に
対
し
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

五

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
中
の
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る

く
ん

く
ん

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
燻
蒸
の
効
果
を
確
認
す
る
場
合

く
ん

く
ん

に
お
い
て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス

に
お
い
て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ

ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ

ス
ク
を
使
用
さ
せ
、
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が

せ
、
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、

送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
し
て

空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視

及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場

く
ん

人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
確
認
を
行
う
者
（
労
働
者

所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
除
く
。
）
を
、
当
該
燻
蒸
中
の
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

く
ん

。
六
～
十

（
略
）

六
～
十

（
略
）

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立

ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業

ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
作
業

く
ん

く
ん

に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室

に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室

等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

等
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、

労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く

労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
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は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ

を
使
用
さ
せ
る
と
き
、
又
は
当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。

る
と
き
、
又
は
当
該
測
定
を
行
う
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
送

）
に
対
し
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク

気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
若
し
く
は
防
毒
機
能

を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と

。

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ

チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル

チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル

又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働

困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働

者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能

者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
及
び
作
業
に

、
及
び
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空

従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
、
隔

気
呼
吸
器
若
し
く
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

離
式
防
毒
マ
ス
ク
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具

護
具
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き

を
使
用
し
て
い
る
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
を
、
当
該

は
、
当
該
労
働
者
及
び
当
該
保
護
具
を
使
用
し
て
い
る
作
業
に
従
事
す
る

場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
を
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
）

（
指
定
）

第
一
条
の
十
二

ボ
イ
ラ
ー
則
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
、

第
一
条
の
十
二

ボ
イ
ラ
ー
則
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
十
七
条
第
四
項
、

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「

ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
五
項
、
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（

ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
五
項
、
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
ゴ
ン
ド
ラ
則
」
と
い
う
。

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
ゴ
ン
ド
ラ
則
」
と
い
う
。

）
第
六
条
第
五
項
並
び
に
機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

）
第
六
条
第
五
項
並
び
に
機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
五
号
。
以
下
「
検
定
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第

四
十
五
号
。
以
下
「
検
定
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第

二
項
の
指
定
（
こ
の
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う

二
項
の
指
定
（
こ
の
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
機
械
等
」
と
い
う
。

の
中
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
機
械
等
」
と
い
う
。

）
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
（
以
下
「
基
準
等
適
合
証
明

）
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
（
以
下
「
基
準
等
適
合
証
明

書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
証
明
書
作
成
」
と
い

書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
証
明
書
作
成
」
と
い

う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

検
定
則
第
六

（
略
）

検
定
則
第

検
定
則
第
六

（
略
）

検
定
則
第

条
第
二
項
の

六
条
第
二

条
第
二
項
の

六
条
第
二

指
定

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
に
規
定
す
る

項
前
段
に

指
定

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
に
規
定
す
る

項
前
段
に

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

規
定
す
る

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

規
定
す
る

呼
吸
用
保
護
具

書
面

書
面

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
に
規
定
す
る

（
新
設
）

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
登
録
の
区
分
）

（
登
録
の
区
分
）

第
十
九
条
の
三

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

第
十
九
条
の
三

法
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン

十
三

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

付
き
呼
吸
用
保
護
具

十
四

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付

（
新
設
）

き
呼
吸
用
保
護
具
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（
機
械
等
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
新
規
検
定
の
場
所
）

（
新
規
検
定
の
場
所
）

第
七
条

新
規
検
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

第
七
条

新
規
検
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等

各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等

の
新
規
検
定
は
、
現
品
の
運
搬
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の

の
新
規
検
定
は
、
現
品
の
運
搬
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
規
検
定
申
請
者
の
希
望
す
る
場
所
に
お
い
て
行

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
規
検
定
申
請
者
の
希
望
す
る
場
所
に
お
い
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

一

令
第
十
四
条
の
二
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
四

一

令
第
十
四
条
の
二
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
機
械
等

型
式
検
定
実
施
者
の
所
在
す
る
場
所

号
ま
で
に
掲
げ
る
機
械
等

型
式
検
定
実
施
者
の
所
在
す
る
場
所

二

（
略
）

二

（
略
）

（
型
式
検
定
合
格
証
の
有
効
期
間
）

（
型
式
検
定
合
格
証
の
有
効
期
間
）

第
十
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号

第
十
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
型
式
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る

に
掲
げ
る
機
械
等
に
係
る
型
式
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
型
式
検
定
合
格
証
に
係
る
型
式
検
定
（
当
該
型
式
検
定
合

。
た
だ
し
、
当
該
型
式
検
定
合
格
証
に
係
る
型
式
検
定
（
当
該
型
式
検
定
合

格
証
の
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
更
新
に
係
る
法

格
証
の
有
効
期
間
が
更
新
さ
れ
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
更
新
に
係
る
法

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
検
定
（
以
下
「
更
新
検
定
」

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
検
定
（
以
下
「
更
新
検
定
」

と
い
う
。
）
）
の
基
準
と
な
つ
た
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
格
に
つ
い
て

と
い
う
。
）
）
の
基
準
と
な
つ
た
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
格
に
つ
い
て

変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
規
格
が
当
該
型
式
検
定
の
基
準
と
し
て
効

変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
規
格
が
当
該
型
式
検
定
の
基
準
と
し
て
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
間
に
限
る
。

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
間
に
限
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
十
四
条
の
二
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲

二

令
第
十
四
条
の
二
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

げ
る
機
械
等

五
年

五
年

（
型
式
検
定
合
格
標
章
）

（
型
式
検
定
合
格
標
章
）

第
十
四
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
型
式

第
十
四
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
当
該
型
式

検
定
に
合
格
し
た
型
式
の
機
械
等
の
見
や
す
い
箇
所
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る

検
定
に
合
格
し
た
型
式
の
機
械
等
の
見
や
す
い
箇
所
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る

機
械
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
や

機
械
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
や
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す
い
箇
所
）
に
、
型
式
検
定
合
格
標
章
（
様
式
第
十
一
号
）
を
付
す
こ
と
に

す
い
箇
所
）
に
、
型
式
検
定
合
格
標
章
（
様
式
第
十
一
号
）
を
付
す
こ
と
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付

六

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
う

き
呼
吸
用
保
護
具
の
う
ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
る
も
の

電
動
フ

ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
る
も
の

電
動
フ
ァ
ン
、
ろ
過
材
及
び
面

ァ
ン
、
ろ
過
材
及
び
面
体
等
（
面
体
、
フ
ー
ド
又
は
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

体
等
（
面
体
、
フ
ー
ド
又
は
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
を
い
う
。
次
号
に
お
い

を
い
う
。
次
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

七

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付

七

令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
の
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
う

き
呼
吸
用
保
護
具
の
う
ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
な
い
も
の

ろ
過

ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
な
い
も
の

ろ
過
材
及
び
面
体
等

材
及
び
面
体
等

八

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

（
新
設
）

呼
吸
用
保
護
具
の
う
ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
る
も
の

電
動
フ
ァ

ン
、
吸
収
缶
（
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で

あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
具
備
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
ろ
過

材
が
分
離
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ろ
過
材
を
分
離
し
た
吸
収
缶
及
び

ろ
過
材
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
面
体
等

九

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

（
新
設
）

呼
吸
用
保
護
具
の
う
ち
、
電
動
フ
ァ
ン
が
分
離
で
き
な
い
も
の

吸
収
缶

及
び
面
体
等

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

数

数

機
械
等
の
種
類

機
械
等
の
種
類

現
品
そ
の
他
型
式
検
定
を
受
け
る

現
品
そ
の
他
型
式
検
定
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
も
の

た
め
に
必
要
な
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
十
四
条
の
二
第
十

（
略
）

（
略
）

令
第
十
四
条
の
二
第
十

（
略
）

（
略
）

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

令
第
十
四

吸
収
缶
以

現
品

四
（
ル

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
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条
の
二
第

外
の
部
分

ー
ズ
フ

）

十
四
号
に

が
型
式
検

ィ
ッ
ト

掲
げ
る
機

定
に
合
格

形
に
あ

械
等

し
た
型
式

つ
て
は

の
機
械
等

一
）

の
吸
収
缶

以
外
の
部

吸
収
缶
（
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る

十
四

（
新
設
）

（
新
設

分
と
同
一

も
の
を
除
く
。
）

）

で
あ
る
も

の

吸
収
缶
（
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る

二
十
二

（
新
設
）

（
新
設

も
の
に
限
る
。
）

）

そ
の
他
の

現
品

七

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設

も
の

）

吸
収
缶
（
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る

十
四

（
新
設
）

（
新
設

も
の
を
除
く
。
）

）

吸
収
缶
（
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る

二
十
二

（
新
設
）

（
新
設

も
の
に
限
る
。
）

（
Ｐ
Ｌ

）

３
又
は

Ｐ
Ｓ
３

に
あ
つ

て
は
二

十
八
。）

吸
収
缶
（
捕
集
効
率
が
九
十
九
・

九

（
新
設
）

（
新
設

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限

）

る
。
）
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排
気
弁
及
び
弁
座
（
排
気
弁
を

三

（
新
設
）

（
新
設

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

）

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

種

類

設

備

種

類

設

備

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
十
四
条
の
二
第
十

（
略
）

令
第
十
四
条
の
二
第
十

（
略
）

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

令
第
十
四
条
の
二
第
十

一

漏
れ
率
試
験
設
備

（
新
設
）

（
新
設
）

四
号
に
掲
げ
る
機
械
等

二

騒
音
試
験
設
備

三

吸
収
缶
の
気
密
試
験
設
備

四

除
毒
能
力
試
験
設
備

五

公
称
稼
働
時
間
試
験
設
備

六

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
粒
子
捕
集
効
率
測
定
設
備

七

面
体
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内

圧
試
験
設
備

八

面
体
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
通

気
抵
抗
試
験
設
備

九

面
体
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
排

気
弁
の
作
動
気
密
試
験
設
備

十

面
体
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二

酸
化
炭
素
濃
度
上
昇
値
試
験
設
備

十
一

フ
ー
ド
又
は
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
を

有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
最
低
必
要
風

量
試
験
設
備
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別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
）

種

類

資

格

種

類

資

格

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
十
四
条
の
二
第
十

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専

令
第
十
四
条
の
二
第
十

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課

三
号
に
掲
げ
る
機
械
等

門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二

年
以
上
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

年
以
上
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設
計
、

の
研
究
、
設
計
、
工
作
、
検
査
又
は
型
式

工
作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務
に
従

検
定
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

も
の

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規

等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規

の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

後
五
年
以
上
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動

後
五
年
以
上
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設

護
具
の
研
究
、
設
計
、
工
作
、
検
査
又
は

計
、
工
作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務

型
式
検
定
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

す
る
も
の

三

八
年
以
上
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動

三

八
年
以
上
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設

護
具
の
研
究
、
設
計
、
工
作
、
検
査
又
は

計
、
工
作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務

型
式
検
定
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

す
る
者

令
第
十
四
条
の
二
第
十

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専

（
新
設
）

（
新
設
）

四
号
に
掲
げ
る
機
械
等

門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二

年
以
上
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
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付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設
計
、
工

作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規

の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

後
五
年
以
上
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設
計

、
工
作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三

八
年
以
上
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
研
究
、
設
計

、
工
作
、
検
査
又
は
型
式
検
定
の
業
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者



- 30 -

様
式
第
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)



様式第６号(3)（第６条関係） 

労働衛生保護具新規検定申請書 

品 名   

型 式 の 名 称   

種 類 式（        ） 

構 造   

製造者の氏名及び所在
地 

  

新規検定希望地及びそ
の理由 

  

      年   月   日 

  
収 入

印 紙 
申請者 

住所           

氏名           

              殿 

 備考 

  １ 「品名」の欄は、防じんマスク、防毒マスク、防じん機能を有する電動ファン付き

呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の別を記入するこ

と。 

  ２ 「種類」の欄は、防毒マスク及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に

あつては、その用途を（  ）内に、「ハロゲンガス用」「有機ガス用」のように記入

すること。 

  ３ 「構造」の欄は、詳細に記入すること。 

  ４ 「新規検定希望地及びその理由」の欄は、型式検定実施者の所在する場所で新規検

定を受ける場合には、記入する必要はないこと。 

  ５ この様式に記入しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 

  ６ 性能に関する説明書、使用方法に関する説明書及び試験成績書を別紙として添付

すること。 

  ７ 厚生労働大臣に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、申請

者において消印しないこと。 
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様
式
第
九
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)



様式第９号 (3)（第11条関係） 

労働衛生保護具更新検定申請書 

品 名   

型 式 の 名 称   

種 類         式（      ） 

型 式 検 定 合 格 番 号   

有 効 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

    年  月  日 

住 所            

申請者                

氏 名            

  
収 入

印 紙 

           殿 

 備考 

  １ 「品名」の欄は、防じんマスク、防毒マスク、防じん機能を有する電動ファン付き

呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区別を記入する

こと。 

  ２ 「種類」の欄は、防毒マスク及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に

あつてはその用途を（ ）内に「ハロゲンガス用」「有機ガス用」のように記入する

こと。 

  ３ 「有効期間」の欄は、型式検定合格証に記載されている有効期間を記入すること。 

  ４ 厚生労働大臣に申請するときは、収入印紙を貼付し、この場合、収入印紙は、申請

者において消印しないこと。 

 



- 32 -

様
式
第
十
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)



(３)(甲)（第14条関係）様式第11号

労働衛生保護具用型式検定合格標章（防じんマスク及び防毒マスク

の面体用並びに防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及

び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の面体等用）

１Ｌ

１ｌ

２国 （年） 検 ｌ

２型 式 検 定 合 格 番 号 Ｌ

（品 名） （種 類）

備考

１ この型式検定合格標章は、次に示す寸法によること。

Ｌ 16ミリメートル以上１

Ｌ 10ミリメートル以上２

ｌ₁及びｌ₂ 0.1ミリメートル以上１ミリメートル以下

２ この型式検定合格標章は、次に定めるところにより表示すること。

（１）吸気補助具付き防じんマスク

金属その他耐久性のある材質のものに、地色を黄色又は淡黄色で、字及び縁を黒色で、明瞭に表示

し、吸気補助具付き防じんマスクの面体に付すものとすること。

（２）吸気補助具付き防じんマスク以外の防じんマスク、防毒マスク、防じん機能を有する電動ファン付

き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

金属その他耐久性のある材質のものに、地色を黒色で、字及び縁を白色又は銀色で、明瞭に表示し

、吸気補助具付き防じんマスク以外の防じんマスク又は防毒マスクにあつては面体に、防じん機能を

有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあつては面

体、フード又はフェイスシールドに付すものとすること。ただし、使い捨て式の防じんマスクにあつ

ては、この型式検定合格標章と同一の形式で直接面体に明瞭な表示をすることにより貼付に代えるこ

とができる。

３ 「国（年）検」の欄中（年）は、型式検定に合格した年（有効期間が更新されたときにあつては、当

該更新に係る更新検定に合格した年）を、（'23）又は（令５）のように表示すること。

４ 「品名及び種類」は、次によること。

（１） 防じんマスク

品名は、ＤＲと表示し、種類は、取替え式のもののうち、吸気補助具付き防じんマスクで隔離式の

ものにあつては「隔 補」、吸気補助具付き防じんマスクで直結式のものにあつては「直 補」、吸

気補助具付き防じんマスク以外のもので隔離式のものにあつては「隔」、吸気補助具付き防じんマス

ク以外のもので直結式のものにあつては「直」、使い捨て式のものにあつては「捨」、また、その性

能により、ＲＳ１、ＲＳ２、ＲＳ３、ＲＬ１、ＲＬ２、ＲＬ３、ＤＳ１、ＤＳ２、ＤＳ３、ＤＬ１、

ＤＬ２又はＤＬ３と表示すること。

（２） 防毒マスク

品名は、ＧＭと表示し、種類は、隔離式にあつては「隔」、直結式にあつては「直」、直結式小型

にあつては「直小」と、防じん機能を有する防毒マスクにあつては、その性能によりＳ１、Ｓ２、Ｓ

３、Ｌ１、Ｌ２又はＬ３と表示すること。

（３） 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

品名は、ＰＲと表示し、種類は、通常風量形にあつては「通」、大風量形にあつては「大」、また

、漏れ率に係る性能により、Ｓ、Ａ又はＢと表示すること。

（４） 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

品名は、ＧＰと表示し、種類は、通常風量形にあつては「通」、大風量形にあつては「大」と表示

すること。



５ 金属その他耐久性のある材質のものに型式検定合格標章を表示する場合にあつては、一の型式検定合

格標章について１に示す寸法とした上で、複数の型式検定合格標章を同一のものに表示することができ

ること。また、複数の型式検定合格標章を表示すべき場合であつて、型式検定に合格した年、品名及び

種類が同一であるときは、当該型式検定合格標章に表示すべき型式検定合格番号を、一の型式検定合格

標章に並べて表示することができるものとすること。



（３)(乙)（第14条関係）様式第11号

労働衛生保護具用型式検定合格標章（吸気補助具が分離できる吸気補助具付き防

じんマスクの吸気補助具、防じんマスク及び防じん機能を有する電動ファン付き

呼吸用保護具のろ過材、防毒マスク及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用

保護具の吸収缶（防じん機能を有する防毒マスク及び防毒機能を有する電動ファ

ン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、

ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材）並び

に電動ファンが分離できる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファン用）

Ｌ

ｌ

国 (年) 検

(品名) (種類)

型式検定合格番号

備考

１ この型式検定合格標章は、正方形とし、次に示す寸法によること。

一辺の長さ（Ｌ） 10ミリメートル以上

縁の幅（ｌ） 0.1ミリメートル以上１ミリメートル以下

２ この型式検定合格標章は、次に定めるところにより表示すること。

（１） 吸気補助具が分離できる吸気補助具付き防じんマスクの吸気補助具

紙等に、地色を黄色で、字及び縁を黒色で、明瞭に表示し、吸気補助具が分離できる吸気補助具付

き防じんマスクの吸気補助具に付すものとすること。ただし、この型式検定合格標章と同一の形式で

直接吸気補助具に明瞭な表示をすることにより貼付に代えることができる。

（２） 防じんマスク若しくは防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材、防毒マスクの吸

収缶（防じん機能を有する防毒マスクに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては

、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材）又は電動ファンが分離できる防じん機能を有する電動ファン

付き呼吸用保護具若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファン

紙等に、地色を白色又は銀色で、字及び縁を黒色で、明瞭に表示し、防じんマスク若しくは防じん

機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材、防毒マスクの吸収缶（防じん機能を有する防毒

マスクに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及び

ろ過材）又は電動ファンが分離できる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具若しくは防毒

機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファンに付すものとすること。ただし、この型式検

定合格標章と同一の形式で直接ろ過材、吸収缶又は電動ファンに明瞭な表示をすることにより貼付に

代えることができる。

（３） 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶（防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用

保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつて

は、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材）

紙等に、地色を黒色で、字及び縁を白色又は銀色で、明瞭に表示し、防毒機能を有する電動ファン

付き呼吸用保護具の吸収缶（防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有

するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及

びろ過材）に付すものとすること。ただし、この型式検定合格標章と同一の形式で直接ろ過材又は吸

収缶に明瞭な表示をすることにより貼付に代えることができる。

３ 「国（年）検」及び「種類」の表示方法は、様式第11号（３）（甲）の備考３及び４の例によること

。ただし、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸

用保護具であつて防じん機能を有するもののろ過材並びに電動ファンが分離できる防じん機能を有する



電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファンに係る「

種類」の表示方法については、次の方法によること。

イ ろ過材

その性能により、ＰＳ１、ＰＳ２、ＰＳ３、ＰＬ１、ＰＬ２又はＰＬ３と表示すること。

ロ 電動ファンが分離できる電動ファン付き呼吸用保護具の電動ファン

通常風量形にあつては「通」、大風量形にあつては「大」と表示すること。

４ 紙等に型式検定合格標章を表示する場合にあつては、一の型式検定合格標章について１に示す寸法と

した上で、複数の型式検定合格標章を同一の紙等に表示することができること。また、複数の型式検定

合格標章を表示すべき場合であつて、型式検定に合格した年、品名及び種類が同一であるときは、当該

型式検定合格標章に表示すべき型式検定合格番号を、一の型式検定合格標章に並べて表示することがで

きるものとすること。
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（
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
臨
時
の
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
場
合
等
の
適
用
除
外
）

（
臨
時
の
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
場
合
等
の
適
用
除
外
）

第
七
条

第
四
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
七
条

第
四
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働

る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
一
号
の
二
又
は
第
二
号

者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
一
号
の
二
又
は
第
二
号

の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電

の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

保
護
具
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（

呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一

は
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用

部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業

保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護

に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ

具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

２

第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対

場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対

し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行

し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
に
限
る
。
以
下
こ

護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
粉
じ
ん
作
業
の
一
部

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事

使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効

請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼

知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用

し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）
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第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

３

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
六
条
の
三
及
び
第
六

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
六
条
の
三
及
び
第
六

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
（
第
六
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
（
第
六
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
鉱
物
等
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
含
む
。

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
鉱
物
等
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
含
む
。

）
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
効
な
防
じ
ん
機
能
を
有

）
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
効
な
電
動
フ
ァ
ン
付
き

す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
第

４

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
第

七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ

七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
測
定
の

て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
測
定
の

結
果
に
応
じ
て
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電

結
果
に
応
じ
て
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）
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（
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
等
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

第
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
切
断
等
の
作
業
等
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規

る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
隔
離
を
行
っ
た
作
業
場
所
に
お
け
る
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

定
に
よ
り
隔
離
を
行
っ
た
作
業
場
所
に
お
け
る
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
作
業
（
除
去
の
作
業
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お

る
作
業
（
除
去
の
作
業
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お

い
て
「
吹
付
石
綿
等
除
去
作
業
」
と
い
う
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

い
て
「
吹
付
石
綿
等
除
去
作
業
」
と
い
う
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
若
し
く
は

き
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機

有
す
る
空
気
呼
吸
器
、
酸
素
呼
吸
器
若
し
く
は
送
気
マ
ス
ク
（
次
項
及
び
第

能
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
空
気
呼
吸
器
、

三
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
等
」

酸
素
呼
吸
器
若
し
く
は
送
気
マ
ス
ク
（
次
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項

と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
「
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。

）
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第４条の２関係）（表面）

事前調査結果等報告

－ －

－

－ 所掌 － － －

－ － － －

郵便番号 －

都道府県・市区町村名等

住所（続き）

耐火

 □ 反応槽　□ 加熱炉　□ ボイラー及び圧力容器　□ 配管設備　□ 焼却設備　□ 煙突　□ 貯蔵設備　□ 発電設備　□ 変電設備　□ 配電設備

 □ 送電設備　□トンネルの天井板　□ プラットホームの上家　□ 遮音壁　□ 軽量盛土保護パネル □ □ □ 船舶

億 万円

事前調査を実施した者

分析調査を実施した者

作業に係る石綿作業主任者

氏名

氏名 講習実施機関の名称

氏名 講習実施機関の名称

元
方
事
業
者
に
関
す
る
事
項

元方事業者の情報

事業者の名称 事業者の代表者氏名

解体工事又は改修工事の請負金額 石綿に関する作業の開始時期 西暦          年     月頃

事前調査の終了年月日 西暦  　     年     月     日

工事の名称

その他工作物・船舶
※複数選択可

解体工事を行う床面積の合計 ㎡ 解体工事又は改修工事の実施期間 西暦  　     年     月     日 ～ 西暦  　     年     月     日

延べ床面積 ㎡ 階数（地上階） 階建 階数（地下階） 階建

鉄道の駅の地下式構造
部分の壁及び天井板

観光用エレベーター
の昇降路の囲い

工事の概要

建築物等の概要

建築物、工作物又は船舶の新築工事の着工日 西暦  　     年     月     日 構造  □ 木造　□ RC造　□ S造　□ その他  □ 耐火　□ 準耐火　□その他

担当者のメールアドレス 事業者の電話番号

事業者の住所

郵便番号

都道府県・市区町村名等

住所（続き）

工事現場の情報

作業場所の住所

労働保険番号

都道府県 管轄 基幹番号 枝番号



様式第１号（第４条の２関係）（表面続き）

事前調査結果等報告

－ －

－ 所掌 － － －

－ － － －

－

－ －

－ 所掌 － － －

－ － － －

－

－ －

－ 所掌 － － －

－ － － －

－

作業に係る石綿作業主任者の氏名

事前調査を実施した者の氏名 事前調査を実施した者の講習実施機関の名称

分析調査を実施した者の氏名 分析調査を実施した者の講習実施機関の名称

事業者の住所

郵便番号

都道府県・市区町村名等

住所（続き）

□なし(又は不明)　□元方（元請）事業と同じ

作業に係る石綿作業主任者の氏名

請負事業者の情報

事業者の名称 事業者の電話番号

労働保険番号 都道府県 管轄 基幹番号 枝番号

事前調査を実施した者の氏名 事前調査を実施した者の講習実施機関の名称

分析調査を実施した者の氏名 分析調査を実施した者の講習実施機関の名称

枝番号

事業者の住所

郵便番号

都道府県・市区町村名等

住所（続き）

分析調査を実施した者の氏名 分析調査を実施した者の講習実施機関の名称

□なし(又は不明)　□元方（元請）事業と同じ

作業に係る石綿作業主任者の氏名

請負事業者の情報

事業者の名称 事業者の電話番号

労働保険番号 都道府県 管轄 基幹番号

住所（続き）

事前調査を実施した者の氏名 事前調査を実施した者の講習実施機関の名称

請
負
事
業
者
に
関
す
る
事
項

請負事業者の情報

事業者の名称 事業者の電話番号

労働保険番号 都道府県 管轄 基幹番号 枝番号

□なし(又は不明)　□元方（元請）事業と同じ

事業者の住所

郵便番号

都道府県・市区町村名等
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
規
格
に
適
合
し
た
機
械
等
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
六

十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
三
条

第
五
項
の
表
法
別
表
第
二
第
十
六
号
に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
ハ
ロ
ゲ
ン
ガ
ス

用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働

安
全
衛
生
規
則
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
、
令
和
六
年
十
月

一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
型
式
検
定
機
関
の
登
録
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る

登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
二
第
一
項
の
表
検
定
則
第
六

条
第
二
項
の
指
定
の
項
の
中
欄
に
規
定
す
る
令
第
十
四
条
の
二
第
十
三
号
に
規
定
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の

区
分
に
つ
い
て
機
械
等
検
定
規
則
第
六
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
登
録
省

令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
二
第
一
項
の
表
検
定
則
第
六
条
第
二
項
の
指
定
の
項
の
中
欄
に
規
定
す
る
令
第
十
四
条
の
二

第
十
三
号
に
規
定
す
る
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
区
分
に
つ
い
て
機
械
等
検
定
規
則
第
六

条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
登
録
省
令
第
十
九
条
の
三
第
十
三
号
に
規
定
す
る
区
分
に
つ
い
て
登
録
型
式
検
定
機
関
の

登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
新
登
録
省
令
第
十
九
条
の
三
第
十
三
号
に
規
定
す
る
区
分
に
つ
い
て

登
録
型
式
検
定
機
関
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

新
登
録
省
令
第
一
条
の
十
二
第
一
項
の
表
検
定
則
第
六
条
第
二
項
の
指
定
の
項
の
中
欄
に
規
定
す
る
令
第
十
四
条
の

二
第
十
四
号
に
規
定
す
る
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
区
分
に
つ
い
て
機
械
等
検
定
規
則
第
六
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条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
十
二
第
二
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
登
録
省
令
第
十
九
条
の
三
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
分
に
つ
い
て
登
録
型
式
検
定
機
関
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第
十
九
条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
五
条

令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
機
械
等
検
定
規
則
別
表
第
三
令
第
十
四
条

の
二
第
十
四
号
に
掲
げ
る
機
械
等
の
項
中
「
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
」
と
あ
る
の
は
、
「
防

じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
機
械
等
検
定
規
則
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
石
綿
障
害
予
防
規
則
に
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
機
械
等
検
定
規
則
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
石
綿
障
害
予
防
規
則
に
定
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め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


